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三

浦

國

雄
譯

一
、
何
を
も
っ
て
「

敎
」
と
言
う
か

代
の
信
仰
の
核
心
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で

究

は

々
に
し
て

國
・

の
方
仙

や

老

を
た
だ
ち
に
後

末
の
天
師

の
創

に
結
び
つ
け
、
多
く
の
場
合
、
そ
の

の

況
を
等
閑

し
て
き
た
。
し
か
し
事
實
と
し
て
、

墓
出
土
の

大
量
の

帛

、
畫
像

、
畫
像
石
、
そ
し
て
墓
室
の
壁
畫
が

こ
の

史
の
空
白
期
を
補
塡
す
る
た
め
の
貴
重
な

料
を
提
供
す

る
。
た
だ
、
そ
れ
ら

料
の
解
讀
方
法
上
に
問
題
が
存
在
し
、
長

期

、
こ
れ
ら
の
材
料
の
思
想
史

價
値
に
對
す
る

究

の

識
を
制
約
し
、
合
理

な
理
解
を
阻
ん
で
き
た
。

し
か
し
、

見
に
よ
れ
ば
以
下
の
こ
と
が

し
て
い
る
。

墓
畫
像
の
記
號
シ
ス
テ
ム
に
は
あ
る
種
の

在

論
理
が

さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
死
後
に
生
命
が
轉

し
て

仙
す
る
こ
と
を
核

心

テ
ー
マ
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
馬
王
堆
一
號

墓
は
そ
の
典

型

な
モ
デ
ル
と
言
い
う
る
。
墓
中
か
ら
出
土
し
た
Ｔ
形
帛
畫
に

描
か
れ
る
九
つ
の
太
陽
は
、

敎

に
傳
承
さ
れ
て
き
た
「
九

千
年
に
九
天
一
開
し
、
九
天
開
け
ば
則
ち
九
日
俱
に
東
方
に

ら

一

張

陵
以

の
儒
生
の

敎



東方宗敎（日本衜敎學會）129號 2017年

け
し�１
）」

と
い
う

が
證

さ
れ
、
帛
畫
の

在

論
理
も
こ
れ
に
よ
っ
て

る
み
に
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
圖
の
底
邊
の
蓬
莱
仙
島
か
ら
中

に
位
置
す
る
崑
崙
山
に
登
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か

ら
頂
部
の
天
門
、
九
天
へ
と
至
る
コ
ー
ス
は
、

順

死

が

す
る
と
こ
ろ
の
、「
神
藥
を

す
」（
冥
界
の
蓬
莱
）、「
玉
漿
を

む
」（
仙

山
の
崑
崙
）、「
九
天
に
上
る
」（
神
界
）、
そ
し

て
變
形
し
て
仙
と
な
る
儀
式

を
表
し
て
い

る
（
圖
一�２
））。「
九
日
」
が
「
九
天
」
を
指
す
こ

と
に
つ
い
て
は
、
上
引
の
上
淸
經
典
『
上
淸
三

元
玉

三
元
布
經
』
に
言
う
「
九
天
開
け
ば
則

ち
九
日
俱
に
東
方
に

ら
け
し
」
が
そ
の
根
據

に
な
る
。
帛
畫
の

容
と
對
應
し
て
、
四
重
で

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
一
號
墓
の
棺
は
、

か

ら
外
へ
順

、「
冥
界
に
入
る
」、「
崑
崙
に
登

る
」、「
九
天
に
上
る
」、
そ
し
て
「
大

に
合

す
」
と
い
う
死
後
の
得

仙
の
順
序
を
表
現

圖一 左：馬王堆一號 墓T形
帛畫 本（筆 修訂）

右：馬王堆一號 墓T形
帛畫 解 仙

二

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

の
「

」
グ
ル
ー
プ
の
信
仰

構

を
開
示
し
て
い
る
（
こ
の
問
題
は

三

引
拙

『

國

產
｜

鬼
考
』
三
七
三
〜
三
八
一
頁
に

體

に

討
し
て
い
る
）。

淮
南
學
派
は
そ
れ
を
理
論
上
か
ら
總
括
し
て
か
く
言
う
、「
古

を
かんがう
る
に
太

、
人
は
無
よ
り
生
れ
、
有
に
形
す
。
形
有
れ
ば

物
に
制
せ
ら
る
。
能
く
そ
の
生
ず
る

に
反かえ
り
て
、
未
だ
形
有
ら

ざ
る
が
若
き
、
之
を
眞
人
と
謂
う
。
眞
人
な
る

は
、
未
だ
始
よ

り
太
一
に
分
か
れ
ざ
る

な
り
」（『
淮
南
子
』
詮
言
訓
）。
こ
こ
ま

で
考
察
し
て
く
る
と
、
馬
王
堆
一
號
墓
の
四
重
棺
に
お
い
て
、

「

」
を
も
っ
て
「
敎
」
と
す
る
（「

」
を
敎
義
の
中
樞
に
置
く
）

の
死
後
信
仰
が
す
で
に
系
統

か
つ

に
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
容
易
に
理
解
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

上
に

べ
た
よ
う
に
、
死
後
の
生
命
の
轉

と
移
動

の

な
目
標
と
し
て
の
一
番
外
の
棺
Ｌ
４
は
「
大

」
を
表
し
て
お

り
、
そ
の
信
仰
が
「

」
を
も
っ
て
「
敎
」
と
す
る
こ
と
の
證

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

事
實
、
大
侯
利
蒼
は
生

、

老

の
流
行
す
る
環
境
の
中
に

居
り
、
死
後

仙
の
「

解
」
信
仰
は
、
あ
の
時
代
に
あ
っ
て
は

極

義
（u
ltim

ate m
ean

in
g
,

死
後
の
問
題
）
に
關
す
る
支

な
言

で
あ
っ
た
。
三
號
墓
の
Ｔ
形
帛
畫
と
、
副
葬
さ
れ
て
い

た
大
量
の

老

の
典

も
ま
た
そ
の
證
左
た
り
う
る
。
こ
う
し

た

老

の
信
仰

は
み
ず
か
ら
「
大

を

ら
か
に
す
」
と
か

「
有

」
な
ど
と

し
、「

」
の

や
そ
の
同
義
語
は
馬
王
堆

三
號
墓
出
土
の
竹

『
十
問
』
中
に
お
よ
そ
九
見
し
（「

」

は
五
回
、「

大

」
は
二
回
、「
有

之
士
」
は
二
回
を
數
え
る
）、

そ
の

高
の
理
想
は
「
混
混
冥
冥
」
た
る
「
大

」
に
復

す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。『
十
問
』
で
は
、
容

が

に
「
刑
（
解
）」

の

を

べ
た
あ
と
、
こ
う
言
う
。

大

、
其
行
陵
雲
、
上
自

、
水
流
能

、
龍
登

能
高
、
疾
不
力
倦
、
□
□
□
□
□
□
□
巫

□
□
不
死
。

巫

以
四
時
爲
輔
、
天
地
爲
經
、
巫

與
陰
陽
皆
生
。

陰
陽
不
死
、
巫

與
相

、
有

之
士
亦
如
此
。（
大

を

ら
か
に
す
る

は
、
其
の
行
は
雲
を
陵しの
ぎ
、
上
る
こ
と

自よ
り
し
、
水
の
ご
と
く
流
れ
て
能
く

く
、
龍
の
ご
と
く
登
り

て
能
く
高
く
、
疾
く
し
て
力
め
て
倦
ま
ず
、
□
□
□
□
□
□
□

巫

は
□
□
死
せ
ず
。
巫

は
四
時
を
以
て
輔
と
爲
し
、
天

四

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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地
を
經
と
爲
し
、
巫

は
陰
陽
と
皆とも
に
生
く
。
陰
陽
は
死
せ
ず
、

巫

は
與
に
相

る
。
有

の
士
も
亦
た
此
く
の
如
し�４
）。）

さ
ら
に
一

め
て
こ
の

と
の
對
話
の
な
か
で
容

は
こ
う

す
る
。

君
必
察
天
地
之

、
而
行
之
以
身
、
有

可
知
。

雖

人
、
非
其

能
、
唯

知
之
。（
君
は
必
ず
天
地
の

を
察

し
、
之
を
行
な
う
に
身
を
以
て
す
れ
ば
、

の
知
る
べ
き
有
り
。

たと
え

人
と
雖
も
、
其
の
能
く
す
る

に
非
ず
、
唯
だ

の

み
之
を
知
る�５
）。）

少
な
く
と
も
、
馬
王
堆

墓
が
建

さ
れ
た
際
に
依
據
し
た
思

想
體
系
に
は
、
す
で
に
「

」
�「
有

之
士
」「

大

」）

こ
そ
が

仙
不
死
を
獲
得
す
る
と
い
う
思
想
が
存
在
し
た
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
馬
王
堆

墓
に
お
い
て
「
有

」
と
「
不
死
」
と
の

に
、
す
で
に
必
然

な
繫
が
り
が
樹
立

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
繫
が
り
に
は
、
巫

か
ら
修

不
死

に
向
か
う
變

の
新
し
い
趨
勢
が

確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
問

題
は
ど
う
す
れ
ば
「
有

」
と
な
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
存

在
し
て
い
る
。

特
に
留

す
べ
き
な
の
は
、『
十
問
』
の
「
刑
（
形
）
解
」
�

ち

解
）に
關
す
る
記

中
に
「
陰
陽
不
死
」
の

を
提

し
て

い
る
こ
と
で
、
こ
の

義
は
重
大
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
こ
の
こ
と
は
、
人

が
死
後
に

仙
す
る
と
い
う
信
仰
を

制
約
し
て
い
た
根
本

な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
を

味
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、「
巫

」
が
不
死

を
獲
得
し
得
た
の
は
、
彼
が
能
く
「
天
地
の

」
を

察
し
身
を

も
っ
て
そ
れ
を
實

し
、「
四
時
を
以
て
輔
と
爲
し
、
天
地
を
經

と
爲
」
し
た
（
天
地
す
な
わ
ち
陰
陽
の

に
法
り
得
た
）
結
果
、
陰

陽
と
「
皆とも
に
生
」
き
、
陰
陽
と
「
相

る
」
境
地
に

み
得
た
か

ら
で
あ
る
。
人
は
死
ぬ
が
陰
陽
は
不
死
で
あ
る
。
巫

は
そ
の

陰
陽
と
相

始
（
守
一
の

い
で
あ
ろ
う
）
し
得
た
か
ら
不
死
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。『
十
問
』
は
、「
有

の

士
」
も
ま
た
能
く
此
く
の
如
し
、
故
に
不
死
を
得
た
と

言
し
て

い
る
。

上
に

べ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、『
十
問
』
の
信
仰
論
理
思

想
の
支
持

た
ち
は
、
も
は
や
古
く
さ
い
巫

で
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た

純
に

解
を
信
仰
す
る
方
士
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、

五

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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老

家
思
想
を
基
礎
と
し
、

代
以

の
「
形
解
銷

の

」

も

す
る
、
古
代
各
地
域
の
信
仰
の
傳
統
を
取

し
、
そ

れ
ら
を
融
合
さ
せ
た

の
「

」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た

（
筆

の

究
に
よ
れ
ば
、『
十
問
』
の
思
想
か
ら
馬
王
堆
の
墓

人
の

信
仰
を
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を

き
出
せ
る
と
考
え
て
い

る
）。
彼
ら
は
「
得

」
を
「

仙
」
の

提
と
し
て
「
徹
士
」

と
自

し
、「
大

を

ら
か
に
し
」
�「

を
有たも
ち
」）、「
死
生
を

制
」
し
、「
陰
陽
不
死
」
の
思
想
論
理
に
依
據
し
て
神
仙
の
修
煉

を
行
な
い
、「
大

に

ら
か
な
ら
ず
、
生
氣
こ
れ
を
去
っ
た
」

と
こ
ろ
の
「
俗
人
」
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
「
長
生
累
世
」
の
理

想

態
に
到

し
う
る
の
だ
と
、
誇
ら
し
げ
に
公
言
し
た�６
）。
故
に

こ
の
「

」
グ
ル
ー
プ
は
、

の
神
仙
方

と

老

と
に

跨
が
る
新
し
い
信
仰
體
系
の
構
築

で
あ
り
唱

だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
先
に

べ
た
「

」
の
呼

と
そ
の
同
義
語
は

『
十
問
』
に
は
九
見
す
る
が
、
當
時
す
で
に
か
な
り
熟

し
た

念
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

中
に
は
「
たと
え

人
と
雖
も
、

其
の
能
く
す
る

に
非
ず
、
唯
だ

の
み
之
を
知
る
」
と
い
う

自
己

張
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の

史

價
値
は
極
め
て
重

で

あ
り
、

の
「

」
と
い
う
こ
の
宗
敎
の
唱

た
ち
の
集

團

自
覺
が
そ
こ
に
表

さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
た
と
え

人
で

も
取
っ
て
代
わ
れ
な
い
、
誇
る
に
足
る
一
揃
い
の
宗
敎
方
法
の
體

系
を
自
分
た
ち
は
擁
し
て
い
る
と
公
言
し
た
。
こ
う
し
た
集
團

自
覺
は
、
特
定
の
宗
敎
が

立
し
、
世
に
出
現
し
た
と

す
る

上
で
の

も
重

な
根
據
の
一
つ
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後

の

荀

に
至
っ
て
も
な
お
、「

」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
こ
う
し

た
信
仰

を
指
し
て
こ
う

べ
て
い
る
。「
故
に

は
常
に
氣

を
關
に
致
す
、
こ
れ
を

と
謂
う
」（『
申

』
俗
嫌

）
と
。

筆

は
、
こ
れ
は

敎
を

味
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
が
、
し
か
し
そ
う
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
な
お
根
據
が
必

で
あ
ろ
う
。

二
、「
儒
生
の
」
と
は
何
か

の
「
陰
陽
の
大
順
に
因
り
、
儒

の
善
を
采
」
る
と
こ
ろ

の
「

」
の
集
團

神
仙
信
仰
は
、

末
か
ら
後

に
か
け
、

儒
家
の

德
規
範
と
の
融
合
を
經
て
儒
生
の
「

敎
」
と
な
り
、

兩

の
社
會
に

行
し
、
ま
た
墓
葬
中
に
體
現
さ
れ
た
。

六

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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武
梁
祠
の
東
壁
、
西

壁
お
よ
び
後
壁
�圖
三
）

を
中
心
に
各
種
の
畫
像

石
の
圖
像
を
總
合

に

考
察
す
れ
ば
、

代
の

墓
葬
畫
像
の
背
後
に
一

揃
い
の
宗
敎

價
値

の
基
準
が

さ
れ
て

い
る
こ
と
に
氣
が
附
く
。

王
、
賢
相
、
將
軍
お

よ
び
刺
客
な
ど
の
圖
像

に
は
、

代
の
「
三
代

自
り
以
來
、
賢

び

英
雄
は
仙
と
爲
る
」

（『
眞

』

幽
微
第
二
）

と
い
う

仙
基
準
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。
忠
臣
、

孝
子
お
よ
び
列
女
な
ど

の
圖
像
は
、

代
に
お
い
て
は
生

に
忠
、
孝
、

、
義
の
模
範

も
ま
た
死
後
、
仙
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表

し
て
い

る
。
從
っ
て
、

畫
中
に
表
現
さ
れ
た

在

秩
序
の
あ
る
人
物

圖
像
の

實
は
、

代
の
仙
傳
系

と
見
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

神
學

さ
れ
た
儒
家
の

德
倫
理
（
宗
敎

さ
れ
た
儒
家

德
の
こ

と
。
そ
れ
が
死
後
に
仙
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
の

定
基
準
に
な
る
）

は
、
武
を
重
ん
じ
侠
を

ん
だ
社
會
の
風

と
、

史
上
長
期
に

わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
神
仙
思
想
と
が
結
合
し
た
も
の
で
あ

り
、

代
の
神
仙
系

は
そ
れ
ら
に
依
據
し
て
形

さ
れ
た
思
想

素
で
あ
る
。
更
に
一

め
て
言
え
ば
、
墓
と
祠
自
體
が

有
す
る
宗
敎

性
格
（

ち
死

の
居

）
に
基
づ
い
て
、

畫

中
の
「
古
の

王
」、「
忠
臣
孝
子
」、「
烈
士
貞
女
」
な
ど
の

史

上
の
人
物
は
、
實
際
に
は
死

が
死
後
の
世
界
で
獲
得
す
る
で
あ

ろ
う

極

義
と
し
て
の
宗
敎

功
用
を
賦
與
さ
れ
て
い
る
。
換

言
す
る
と
、

畫
中
の

史
上
の
人
物
の
畫
面
は
、
表
面
上
は
似

て
い
る

善
の
「
敎
材
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
當
時
の
社
會

價
値
基
準
が
極
致
に
ま
で
推
し

め
ら
れ
て
宗
敎

（
神
學

）
さ
れ
た

ち
一
揃
い
の
儒
家
の
忠
、
孝
、

、
義
に

圖三 武梁祠三面石壁畫像（筆 の藏拓）
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基
づ
く
倫
理

秩
序
の

嚴
な
る
神
仙
系

な
の
で
あ
る�７
）。

筆

は

畫
が
表
現
し
て
い
る
の
は
一
種
世
俗
を
超
越
し
た
宗

敎

な
時
空
秩
序
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
先

し
た
武
梁
祠
の
東
、

西
、
後
壁
の
圖
像
か
ら
以
下
の
こ
と
が

き
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

畫
中
に
は
一
揃
い
の
圖
像
形
式
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
た
「
仙

」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
仙

が

し
て
い
る

價

基
準
は
、「
君
は

、
臣
は
忠
、
子
は
孝
、

は
貞
、
士
は

」

に

で
き
（
拙

『

國

產
｜

鬼
考
』
二
四
二
頁
を
參

照
さ
れ
た
い
）、
彼
ら
は
「
善
を
善
と
し

を

と
し
、
賢
を
賢

と
し
不

を
賎
し
む
」（『
史
記
』
太
史
公
自
序
）
の
功
を

備
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

烈
な
「
春
秋
決
獄
」
の
特

が
表
出
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
價
値
基
準
に
依
據
し
て

儒
劉
向
が
『
列

女
傳
』、『
列
士
傳
』、『
孝
子
傳
』
を
撰

し
た
と
い
う
の
は
事
實

で
あ
っ
て�８
）、

か
つ
ま
た
、
そ
れ
ら
の
劉
向
の
作
品
は

畫
の

容

と
對
應
し
て
お
り
、
す
べ
て
一
定
の
「
仙
傳
」
の
性
格
を

え
て

い
る
。
そ
れ
は
、
當
時
の
人
々
が
忠
、
孝
、

、
義
の

（

史

上
お
よ
び
當
時
の
人
物
を
含
む
）
を
極
限
ま
で
譽
め

え
て
宗
敎

し
た
結
果
で
あ
っ
た
。『
眞

』
に
保
存
さ
れ
て
い
る
事

を
引

き
出
し
て
、
そ
れ
ら
を
『
列
女
』『
列
士
』『
孝
子
』
の
三
傳
と
比

べ
る
と
そ
の
よ
う
な
事
實
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
列
女
傳
』、『
列
士
傳
』、『
孝
子
傳
』

の
撰

時
期
や

史

背
景

の
武

の
「
儒

獨

」
以

降
の
思
想
と

史
の
發
展

と
、
墓
葬
や
宗
廟
中
の
「
圖

畫
」
を
含
む

畫
の
興
隆

と
の
高
度
な
符
合
を
た
や
す
く
理

解
し
う
る
。

儒
、

、
仙
が
完
美
に
結
合
さ
れ
得
た
根
本

な
理
由
は
、

解
信
仰
の
奇
特
な
構

の
な
か
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
今
生
と

來
世
、
生
と
死
と
い
う
時
空
の

對

な
限
定
を
溶
解
し
、

猛

忠
義
に
し
て
「
死
を
守
っ
て

を
善
く
」（『
論
語
』
泰
伯

）
し
、

「
火
に
赴
き

を
蹈
み
、
死
す
と
も
踵
を
旋かえ
さ
ざ
」（『
淮
南
子
』

泰
族
訓
）
る
君
子
の

と
現
實
の
人
の
生
き
方
と
を
繫
ぎ
合
わ
せ
、

高
志
、

武
に
し
て
死
を
怖
れ
ず
、「
胡
馬
を
し
て
陰
山
を
度こ
え

し
め
ず
」（
王
昌

「
出
塞
」
詩
）、

國
の
た
め
に

な
原

動
力
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

墓
の
畫
像
は
、
忠
孝

義

を
崇
め
敬
い
、「
力
」
や
「
德
」
や
英
雄

義
を
譽
め

え
、「
志

士
仁
人
」（『
論
語
』
衞
靈
公

）
が
死
を
重
ん
じ
生
を

ん
じ
て
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こ
の
人
生
を
不
朽
な
も
の
に
す
る

の

神
を
顯
彰
し
た
。

儒

は
、
古
來
の

賢
、
忠
孝
、

義
、
英
雄
た
ち
を
取

し
、

仙

で
秩
序
づ
け
、
そ
の

を
圖
像

し
て
金
石
に
刻
み
、
大
い

に
彼
ら
を

揚
し
、
藝

の
手
法
を
使
っ
て
時
代
の

を
記

し

て
、

時
代
の
社
會

理
想
を

烈
に
表
現
し
た
。
そ
こ
に
は
、

詩
書
の
讀
書
に

き
、
胸
に
忠
烈
を
抱
い
た
孔
門
の
君
子
・
子
路

が
い
る
。
生
死
を
度
外

し
て

の

を
守
り
、「
四
方
に
使
い

し
て
君
命
を
辱
し
め
ず
」（『
論
語
』
子
路

）、「
志
士
仁
人
」
の

理
想

人
格
を
實

し
た
臣
下
の
模
範
・
蘇
武
が
い
る
。「

侯

を
九
合
し
、
天
下
を
一
匡
」
し
、
儒
門
で
崇

さ
れ
た
「
千
世
一

出
の

」（『
論
衡
』
書

）
齊
の
桓
公
が
い
る
。
ま
た
、
命
を

て
て
夫
を
救
っ
た
「
京
師
の

女
」（『
列
女
傳
』

義
傳
）
が

い
る
。
彼
ら
は
死
後
、
み
な

ば
れ
て
仙
班
に
列
せ
ら
れ
た
。
子

路
は
崇
め
ら
れ
て
西
王
母
の

も
早
い

神
と
し
て
、
王
母
と
東

西
二
方
の
神
祇
の
位
を
分
け
合
っ
て
さ
え
い
る�９
）。

こ
う
し
た

、

忠
臣
、
烈
士
、

女
は
み
な
、
儒
生
が

揚
す
る
人
の
生
き
方
の

模
範
で
あ
る
。

墓
か
ら
出
土
し
た
大
量
の
天
倉
と
庖
厨
の
畫
面
は
、「
鬼
も

な
お

を
求
む
」（『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公
四
年
）
と
い
う
古
い
思

想
が
こ
こ
に
至
っ
て
新
し
い
高
み
に

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

墓
に
お
い
て
は
、
す
で
に

去
に
は
わ
ず
か
に
神
話
傳

に
見

え
て
い
て
神
仙
だ
け
が
享
受
し
え
た
供
鬼
の

物
が
玉
液
瓊
漿

に
變

し
て
お
り
、
ま
た
、
ど
の
死

も
す
べ
て
永

に
盡
き
る

こ
と
の
な
い
「
天
倉
」
と
「
天
厨
」
を

め
ば
享
受
で
き
、
一

す
れ
ば
千
年
の
壽
命
が
得
ら
れ
る
も
の
に
發
展
し
て
い
る
。
こ
う

し
て
、

を
謀
っ
て

を
謀
ら
ず
、

を
憂
え
て
貧
を
憂
え
ざ
る

「
大
同
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
（『
禮
記
』
禮

）
は
、
現
實
世
界
の

家
の
君
臣
た
ち
が
死
ぬ
ほ
ど
の
努
力
を
し
て
も
爲
し
が
た
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
が
、
死
後
の
神
仙
世
界
で
は
實
現
し
得
た
の
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
、
鬼
神
の
時
空
の
構

、
神
祇
（
炎

、
堯
、

老
子
の
師
・
容

公
、
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
、

し
た
よ
う
に

子
路
は

高
神
の
西
王
母
と
竝
列�10
））、

仙
の

筋
、
信
仰
の
構

、

科
儀
の
儀
軌
な
ど
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
得

仙
を

高
の

宗
旨
と
し
、
儒
家
の
德
目
を
審

の
基
準
と
す
る
儒
・

の
融
合

形
態
を
反
映
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。「
孔
子
、
老
子
に
見
ゆ
」

畫
像
は
そ
の
典
型
た
り
う
る�11
）。

儒
は
「

家
は
堯
の
後
」
と
定
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め
た
の
で
、
伏
羲
、
炎

な
ど
の
「
堯
の
先
」
の

人
た
ち
は

高
神
と
な
っ
た
。
上

し
た
武
梁
祠
も
ま
た
、
儒
生
武
梁
が
生

に
み
ず
か
ら
設
計
し
た
建
築
で
あ
り
、
三
面
の
畫
像
に
刻
さ
れ
て

い
る

王
先
賢
、
孝
子
孝
女
、

烈
女
、
忠
臣

士
、
英
雄
刺

客
た
ち
も
ま
た
劉
向
の
『
列
女
』、『
列
士
』、『
孝
子
』
の
三
傳
お

よ
び
東
晉
の
『
眞

』
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に

つ
い
て
は

を
參
照
さ
れ
た
い�12
）。

墓
中
の
畫
像
の
崇
め

ば
れ

た
莊
嚴
な
人
物
か
ら
、
現
實
の
人
生
の
す
ぐ

く
に
居
る
神
仙
た

ち
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

の
根
據
は

儒
の
價

値

で
あ
り
、

仙
の

提
に
な
っ
て
い
る
の
は

儒
の
德
目
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、

老
仙

と

儒
の
價

値

と
が
完
美
に
融
合
し
て
い
る
こ
と
が

し
た
の
で
、
こ
れ

を
「
儒
生
の
」「

敎
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

解
を

け
る
た
め
に
言
っ
て
お
き
た
い
が
、
筆

が

し
た
い

の
は
上

の
よ
う
に

老
仙

と

儒
の
價
値

と
の
融
合
と
い

う
事
實
で
あ
っ
て
、

老
仙

敎
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

三
、
煉
仙
と
は
何
か

以
上
、
私
が

え
ず
提

し
て
き
た

墓
に
表
現
さ
れ
た
信
仰

の

實
｜
「
先
死
後

」
な
る
「

解
」
信
仰
は
、
實
際
上
、

代

敎
信
仰
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
何
を
も
っ
て
煉
仙
と
す
る
か
と
い
う
重

な
問
題
と
關
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

馬
王
堆
な
ど
の

墓
に
關
す
る
筆

の
幾
つ
か
の
モ
ノ
グ
ラ
フ

は
、
死
し
て
仙
と
な
る
生
命
の
轉
換
は

墓
の

高
の
宗
旨
で
あ

り
、「

解
」
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
死
後
の
生
命
の
轉
換
信
仰

の
核
心
で
あ
る
こ
と

ら
か
に
し
て
い
る
。
墓
葬
は
中

の
環

と
し
て
、
こ
の
轉
換

に
お
い
て
他
の
何
物
も
代
替
し
得
な
い

は
た
ら
き
を

っ
て
い
る
。
墓
葬
の
物
の
理
｜

構
築
（

物

な
墓
葬
と

な
儀
禮
）
は
、
こ
の
は
た
ら
き
の

の
言

記
號
で
あ
る
。
馬
王
堆

墓
の
幾
重
に
も

を

す
棺

の
構

が
指
向
す
る
焦
點
は
、

仙
を
待
つ
墓

人
で
あ
る
。
こ
の
大

き
な
棺

の
シ
ス
テ
ム
は
、
墓
室
お
よ
び
そ
の

外
の
あ
ら
ゆ
る

附
屬
物
・
信
仰
記
號
シ
ス
テ
ム
と
一
體
と
な
っ
て
死

の
生
命
轉

一
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換
シ
ス
テ
ム
を
構

し
、
墓
室
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「

（
煉
）
形

の
宮
」
と
な
る�13
）。

さ
ら
に
一

め
て

察
す
れ
ば
、
豐
富
な

墓
の
畫
像
中
、

龍

を
テ
ー
マ
と
す
る

畫
は
我
々
に

體

に
墓
室
の
「

（
煉
）
形
の
宮
」
の
性
格
を
理
解
さ
せ
、
何
を
以
て
煉
仙
と
す
る

か
と
い
う
問
題
の
重

な

破
口
に
な
る
。
筆

の

の

究

に
よ
れ
ば
、

墓
畫
像
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、
圖
像

さ
れ
た

言
葉
を
使
っ
て

代
に

行
し
た
陰
陽
合
氣
、
龍

交

に
よ
っ

て
結

仙
す
る
信
仰
と
儀
軌
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

ら

か
に
な
っ
て
い
る�14
）。
す
な
わ
ち
、
後

の
『
老
子
想
爾

』
が
保

存
し
て
い
る
の
は
、
墓
室
を
も
っ
て
「

（
煉
）
形
の
宮
」
と
し
、

死
後
に
「
太
陰

（
煉
）
形
」
を
實

し
て
死
し
て
仙
と
な
る

在

思
想
構

で
あ
る
。
宮
殿
の
よ

う
に
莊
嚴
に

さ
れ
た
墓
室
の
な

か
で
、
龍

を

い
て
入
室
合
氣
さ

せ
る
「
媒
」、
交

し
て
結

し
丹

を
作
る

を
引
き
受
け
る
「
太
一

紫

」
の
丹
田�15
）、
鼎

な
ど
の

敎

煉
丹
家
の
言

記
號
が
ひ
と
し
く
出

現
し
て
い
る
�圖
四
）。
後

の
「
老

子
銘
」、「

堯

」、「
王
子
喬

」

お
よ
び
墓
室
畫
像
と
『
申

』
に
も
、

當
時
流
行
し
て
い
た
「

藏

」

（『
申

』
俗
嫌

）
と
い
っ
た
存
思

圖四 龍 鼎中に交わる。上：宜 出土後 石棺、
『中國畫像石 集七・四川 畫像石』、河南
美 出版社、二〇〇〇年、第九四頁圖一二
〇より。中： 州出土後 石棺、高
『中國畫像石棺 集』、三晉出版社、二〇一
一年、第三一八頁より。下：龍 の
「媒」、張志民 『大 雄魂』、山東美
出版社、二〇〇八年、第九七頁より。
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煉
の

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る�16
）。

發

し
た

易
、

老

、

そ
し
て

解
信
仰
を
融
合
し
、
易
理
を
も
っ
て
龍

交

の
丹

理
論
を

ら
か
に
し
た
『

易
參
同

』
は
、
こ
の
よ
う
な

墓

畫
像
の
形

と
高
度
な
互
證
た
り
得
る
。『

易
參
同

』
の
原

本
と
丹
田
學

は
後

に
形

さ
れ
、
そ
の
時
代
の
信
仰
の
根
據

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る�17
）。

す
る
に
、
後

末
の
『
想
爾

』
と
そ
れ
よ
り
も
っ
と
早
い

『
參
同

』
中
に
、
後

時
代
に

行
し
た
「
培
胎

（
煉
）
形
」

信
仰
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
分
の

容
か
ら
、
後

の
あ
る
種
の
「

」
は
信

を
指

し
て
「
煉

」
す
る
こ
と

で
「

（
煉
）
形
」
を
企
て
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

人
は
氣

の
思
想
を
基
礎
に
し
て
宇
宙
と
生
命
を

察
し
た
。
人
の
生
死
は

氣
の
聚
散
と
理
解
さ
れ
、
死
後
の
「
煉
」
の

を

し
て
生

命
は
氣
の
別
の
一
種
の
結
合

態
に
轉
換
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
蝉

」
と
「
易
形
」
信
仰
の

部
構

で
あ
る
。

墓
の
龍

交

圖
に
對
す
る
合
理

な

識
に
基
づ
い
て
我
々
は
、
後

の
「
培

胎

（
煉
）
形
」
の
信
仰
の

實
と
そ
の
墓
葬
表
現
を
把
握
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て

墓
の
信
仰
の
性
格
に
對
し
て
正
確
な

を
下

す
こ
と
が
で
き
る
。
事
實
上
、
幾
つ
か
の

墓
墓
門
上
の
龍

相

交
圖
が

す
る
も
の
は
、
墓

に
ま
さ
し
く
發
生
し
て
い
る
陰

陽
合
氣
で
あ
り
、

生
の

と
し
た

な
の
で
あ
る
。
墓
室

建
築
と
空

構

、
そ
れ
に

部
秩
序
の

體
の

味
は
、
そ
う

考
え
て
こ
そ
確
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
墓
室
の
時
空
構

が
生
み
出
す
奇
特
な
「
煉
形
」
作
用
を
經
て
、
死

は
魂
・
魄

を

結
合
さ
せ
て
「
結

」
し
、
か
く
し
て
「
先
死
後

」
の
仙

の
夢
想
を
實
現
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
を

味
し
て
い
る
。

四
、
何
故
に
「
張

陵
」
を
境
界
と
す
る
の
か

「
張

陵
」
は
改
革
派
の
代
表
と
い
う
記
號
で
あ
っ
た
が
、
彼

の
出
現
は
、

以
來
の
「

」
を
も
っ
て
「
敎
」
と
す
る
信
仰

の
新
た
な
興

で
あ
り
、
同
時
に
儒
・

の
融
和

態
が
破
綻
し
、

儒
生
の
宗
敎
が
こ
こ
に
至
っ
て

し
た
こ
と
を

味
し
て
い
る
。

後

末
年
に
儒
生
の
夢
が
潰
え
去
り
、
佛
敎
の
傳
播
が
日

し

に

し
、
先
死
後

の
舊
信
仰
體
系
も
社
會

基
盤
を
失
っ
て

に
向
か
っ
て
い
た
時
に
、「
張

陵
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る

身

仙
の
「
天
師

」
の
新
し
い
信
仰
が
勃
興
し
て
き
た
の

一
二

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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で
あ
る
。
彼
ら
は
舊

敎
を

承
し
、
鬼
神
と
盟
約
し
て
改
革
を

め
て
い
っ
た
。『
三
天

解
經
』

上
に
、「（

の
宣

）
永

壽
三
年
…
…
（
張

陵
は
）
天
地
水
三
官
（
古
い
三
官
信
仰
に
由

來
）、
太

、
將
軍
（
ひ
と
し
く

代
の
星
宿
信
仰
）
と
共
に
、
永

し
え
に
三
天
正
法
を
用
う
と
約
す
」
と
あ
る�18
）。

新
し
い
信
仰
は
も

は
や
死
後
の
世
界
や
鬼
界
神
祇
を
賴
り
と
せ
ず
、
生
き
て
い
る

に
修

し
、
白
日
升
天
と

身

仙
を

求
し
た
。
つ
ま
り
、

仙
は
生
き
て
い
る

の

の
修
煉
が

提
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

後
世
の
い
わ
ゆ
る
「

敎
」
は
こ
こ
か
ら
興

し
た
。

こ
の
よ
う
な
信
仰
體
系
の
こ
の
種
の
變

は
、
魏
の
高
貴

公

が
正
元
二
年
（
紀
元
二
二
五
年
）
に
世
に
問
う
た
『
大

家
令
戒
』

中
に
と
り
わ
け

確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

秦
人
不
得
眞

、
五
霸
世

、
赤

承
天
、

佐
代

、

出
『

石
』
之
書
、
以
授
張
良
。

亦
形
變
、
誰
能
識
眞
。

世

定
、
末
嗣

、
民
人
趣
利
、

忿

。

傷
民

命
一
去

、
故
使
天
授
氣
治
民
、
曰
「
新
出
老
君
」。
言

鬼

何
人
。
但
畏
鬼
、
不
信

。
故
老
君
授
與
張

陵
爲
天

師
。
至

至
神
、
而
乃
爲
人
之
師
。（
秦
人
は
眞

を
得
ず
、

五
霸
の
世

え
、
赤

は
天
を
承
け
、

は
代
る
が
わ
る

る

る
を
佐
け
、『

石
』
の
書
を
出
し
、
以
て
張
良
に
授
く
。

も

亦
た
形
變
し
、
誰
か
能
く
眞
を
識
ら
ん
や
。

の
世

に
定
ま

り
、
末
嗣

に
し
、
民
人
利
に
趣
り
、

忿

す
。

は

民
命
の
一
去
し
て

り

き
を
傷
み
、
故
に
天
を
し
て
氣
を
授

け
民
を
治
め
し
め
て
「
新
出
老
君
」
と
曰
う
。
鬼
を
言
う

は

何
人
ぞ
や
。
但
だ
鬼
を
畏
れ
て

を
信
ぜ
ず
。
故
に
老
君
は
張

陵
に
授
與
し
て
天
師
と
爲
す
。
至

至
神
に
し
て
、
乃
ち
人

の
師
た
り�19
）。）

こ
こ
で
は
張
陵
は
、「
言
鬼

」（

ち

墓
に
表
現
さ
れ
た
宗

敎
體
系
）
の
命
を
革
め
る
代
表
と
し
て
、「
人
の
師
」
と
呼
ば
れ
、

ま
た
、
新
宗
敎
の

身
と
し
て
出
現
し
た
と

か
れ
て
い
る
。

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
舊
い
宗
敎
體
系
は
「
新
出
老
君
」
の
信

仰

か
ら
排
斥
さ
れ
た
も
の
の
、
事
實
上
、
長
期
に

っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
宗
敎
の
傳
統
は
依
然
と
し
て
後

社
會
に
存
在

し
て
お
り
、
ま
た
後

墓
葬
の

料
中
に
顯

に
反
映
さ
れ
て
い

一
三

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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る
。
た
と
え
ば
、
解

瓶
上
の

字
の

容
は
、

に
行
な
わ

れ
た
言

を
襲
っ
て
お
り
、「
生
人
屬
西
長
安
、
死
人
屬
太
山
」

な
ど
の
よ
う
に
、
後

の

が
す
で
に
洛
陽
に

し
た
と
い
う

事
實
さ
え

み
ず
、
依
然
と
し
て

の

長
安
を
基
準
と
し
た

記

を
行
な
っ
て
い
る�20
）。

以
上
の
考
察
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が

す
る
。

儒
が
構
築

し
た
こ
の
よ
う
な
「
大

に
合
す
」
こ
と
を
究
極
の
理
想
と
し
た

宗
敎
形
態
は
、
原
始
儒
家
の
「
子
は
怪
力

神
を
語
ら
ず
」（『
論

語
』

而

）、「

同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
相
爲
に
謀
ら
ず
」
�『
論
語
』

衞
靈
公

）と
い
っ
た
學
派
の
禁
忌
を
乘
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
結
果
、「
萬
物
を

陳
し
て
懸
衡
に
中
す
」（『
荀
子
』
解
蔽

）
と
荀
子
が
豫
言
し
た
よ
う
に
、
廣
く
百
家
を
受
け
入
れ
、
大

を

就
し
、

敎
の

も
重

な
基
礎
を
營
建
し
え
た
の
で
あ

る
。從

來
の

究
で
は
、

の
武

時
代
に
お
け
る

老

の
挫

折
か
ら
、

末
の
「
張

陵
」
と
い
う
名
で
代
表
さ
れ
る
「
天
師

」
の
創
敎
に
至
る
三
百
年
の

史
は
大

把
に
し
か
語
ら
れ
な

か
っ
た
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
論

さ
え
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な

況
を
招
い
た
の
は
、
參
考
に
し
う
る

の

不
足
も
當
然
そ
の

な
原
因
を

し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
し

か
し
我
々
は
個
別

な
學
問
領
域
を
互
い
に
融

さ
せ
、
一

め
て

究
の

野
を
廣
げ
た
な
ら
、

史
の
あ
る
頁
は
古
人
の
信

仰
中
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
古
人
の
信
仰
は

々
に
し
て
彼
ら
の

墓
葬
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
は
ず
で
あ
る
。
今
や

墓
葬
中
に
長
年

封
印
さ
れ
保
存
さ
れ
て
き
た

も
信
賴
す
べ
き

圖
像

料
か
ら
、
我
々
は
「
大

に
合
す
」
こ
と
を

高
の
目
標

に
し
た
兩

時
代
の
神
仙
信
仰
の
構

體

そ
の
「
言

の
權
力
」（p

o
w
er of d

isco
u
rse

）
の
掌
握

は
儒
敎
か
ら

敎

へ
交
替
し
た
わ
け
で
あ
る
が

の
あ
り
よ
う
を

現
で
き
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
張

陵
」
以

の
「

敎
」
の
面
貌
を
探
り
當
て
、

あ
ら
た
に

敎
の

源
と
性
格
と
い
っ
た
重
大
な
學

の
問
題
を

ら
か
に
し
う
る
は
ず
で
あ
る�21
）。

註�１
）

東
晉
の
早
期
上
淸
派
の
重

經
典
『
上
淸
三
元
玉

三
元
布

經
』
に
言
う
、「
太
眞
金
書
九
天
上
空
洞

、
九
天
父
母
書
之

一
四

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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鳳
生
臺
、
直
符
八
百
人
。
九
千
年
、
九
天
一
開
。
九
天
開
、
則
九

日
俱

於
東
方
、
此

則
自

於
得

之
人
南
軒
之
上
也
」（

物
出
版
社
・
上

書
店
・
天
津

物
古

出
版
社
影
印
版
『

藏
』
第
六

、
第
二
一
九
頁
。譯

：

標
點
は
原
論

に
從
う
。

以
下
同
）。
ま
た
、
別
の
東
晉
上
淸
派
の
重

典
『
太
上
玉
佩

金

太
極
金
書
上
經
』
中
に
も

似
の
記

が
あ
る
。「
是
日
忽

天
光
昏
翳
、
日

晝
冥
、
八

回
謝
、
七
元

、
玄

冥

、

萬
眞
奔
靈
、
三
日
三
夜
、
碧

晨
。
時
有
九
日
煥

東
方
、
玄

光

耀
天
元
、
復
有
靑
鳥
來
翔
…
…
」（『

藏
』
第
一

、
八
九

六
頁
）。

�2
）

詳
細
は
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。
姜
生
「
馬
王
堆
帛
畫
與

〞

〝

信
仰
」、『
中
國
社
會
科
學
』
二
〇
一
四
年
第
十
二
期
。

圖
一
の
左
圖
の
原
圖
は
湖
南
省
博
物

、
中
國
科
學
院
考
古

究

『
長
沙
馬
王
堆
一
號

墓
・
上
集
』、

物
出
版
社
、
一
九

七
三
年
、
四
〇
頁
。
右
圖
は
筆

の
作
圖
に
よ
る
。
な
お
、
左
圖

の
中
央
部
は
筆

の
修
訂
を
經
て
い
る
。
詳
細
は
上
記
の
拙
論
を

參
照
さ
れ
た
い
。

�3
）

詳
細
は
以
下
を
參
照
さ
れ
よ
。
姜
生
「
馬
王
堆
一
號

墓
四
重

棺
與
死
後
仙

序
考
」、『

史
哲
』
二
〇
一
六
年
第
二
期
。
Ｌ

１
は
湖
南
省
博
物

の
寫
眞
に
よ
る
。
Ｌ
２
〜
４
は
以
下
に
よ
る
。

湖
南
省
博
物

、
中
國
科
學
院
考
古

究

『
長
沙
馬
王
堆
一

號

墓
』（
下
集
）、

物
出
版
社
、
一
九
七
三
年
、
一
七
頁
圖
版

二
六
。
Ｌ
１
〜
４
の

圖
を
こ
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
の
は
筆

の
創

に
よ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
詳
細
に
つ

い
て
は
、
拙

『

國

產
｜

鬼
考
』（
科
學
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）、
三
三
二
〜
三
五
二
頁
、
特
に
三
三
四
〜
三
三
五

頁
お
よ
び
三
五
一
〜
三
五
二
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。

�4
）

馬
王
堆

墓
帛
書
整
理
小
組

『
馬
王
堆

墓
帛
書
』（
肆
）、

物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
四
八
〜
一
四
九
頁
。

字
の
一

部
は
現
今

用
の
字
體
に
變
換
し
て
い
る
（
以
下
の
引
用
も
同

じ
）。

�5
）

同
右
、
一
四
八
頁
。「

」
字
を
「
た
と
え
」
と
讀
む
の
は
筆

自
身
の
解
釋
で
あ
る
。「
一

讓
っ
て
〜
と
言
う
」
と
解
し
て

も
大
差
は
な
い
。

�6
）

以
上
の
引
用
の
出
處
は
『
十
問
』、

物
出
版
社
版
、
一
四

五
〜
一
五
二
頁
。

�7
）

詳
細
は
以
下
を
參
照
。
姜
生
「

代
仙

考
」、『
東
方
學
』
第

一
二
九
輯
（
二
〇
一
五
年
一

）。

�8
）
『

學
記
』

一
一
「
職
官
部
・

書
令
」
に
、
後

の
蔡
質

『

官
典
職
』
を
引
い
て

書
省
に
つ
い
て
か
く
言
う
、「
省
中
畫

古
列
士
、
重
行
書

」（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、二
五
九
頁
）。

淸

振
宗
撰
『
隋
書
經

志
考
證
』
に
『
列
士
傳
』
を
考
證
し
て

『

學
記
』
の
こ
の
句
を
引
い
て
言
う
、「
劉
光
祿

爲
『
列
女
傳

頌
圖
』、

取
列
士
之
見
于
圖
畫

、
以
爲
之
傳
」（『
二
十
五
史

藝

經

志
考
補
萃

』
第
一
五

、
淸
華
大
學
出
版
社
、
二
〇

一
四
年
、
八
二
四
頁
）。『

學
記
』

二
四
「
居
處
部
・
牆
壁
」

一
五

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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に
ま
た
言
う
、「
省
中
皆
以
胡
粉

壁
、
紫
素
界
之
、
畫
古
烈
士

也
」（
同
上
、
五
八
五
頁
）。『
隋
書
』
經

志
、
史
部

傳

の

序
に
言
う
、「

時
、

倉
作
『
列
仙
圖
』、
劉
向
典
校
經

、
始

作
『
列
仙
』『
列
士
』『
列
女
』
之
傳
、
皆
因
其
志

、

爾
而
作
、

不
在
正
史
」。
そ
し
て
「『
列
士
傳
』
二

、
劉
向
撰
」、「『
列
女

傳
』
一
五

、
劉
向
撰
、
曹
大
家

」
と

し
て
い
る
（
中
華

書
局
、
一
九
七
三
年
、
九
八
二
、
九
七
六
、
九
七
八
頁
）。
ま
た

『

苑
英
華
』

五
〇
二
に

の
許
南
容
と
李
令

の
對
策
が
收

め
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
「
劉
向
修
『
孝
子
』
之
圖
」
と

べ
ら
れ
て

い
る
（
中
華
書
局
一
九
六
六
年
影
印
本
、
二
五
七
九
頁
）。
ま
た
、

王
仁
俊
『
玉
函
山

輯
佚
書
補

』
に
劉
向
『
列
士
傳
』
一

が

收

さ
れ
て
い
る
。『
列
女
傳
』
は

も
早
く
、『
七
略
別

』

『

書
』
藝

志
、『

書
』
楚
元
王
附
劉
向
傳
に

さ
れ
て
い

る
。
そ
の
劉
向
傳
に
言
う
、「
向

俗
彌
奢
淫
、
而
趙
、
衞
之
屬

微
賎
、

禮
制
。
向
以
爲
王
敎
由

外
、
自

始
、
故
采

取
『
詩
』『
書
』

載
賢
妃
、
貞

、
興
國
顯
家
可
法
則

嬖

、
序

爲
『
列
女
傳
』、
凡
八

、
以
戒
天
子
」（『

書
』

三
六
、
楚
元
王
傳
、
一
九
五
七
〜
一
九
五
八
頁
、
原
標
點
を
少

し

整
し
た
）。
ま
た
『

學
記
』

二
五
「

物
部
・
屛
風
」

に
劉
向
『
七
略
別

』
を
引
い
て
言
う
、「
臣
向
與

門
侍

校
『
列
女
傳
』、
種

相
從
、
爲
七

、
以

福
榮
辱
之
效
、

是
非
得
失
之
分
、
畫
之
于
屛
風
四
堵
」（
同
上
『

學
記
』、
五
九

九
頁
）。
ま
た
、
孫
志

『
讀
書

』

四
に
「
列
女
傳
缺

」

が
あ
り
、
王
仁
俊
『
經

佚

』
に
「
列
女
傳
佚

一

」
を

す
る
。
ま
た
、
錢
穆
『
劉
向

父
子
年

』
は
、
劉
向
の
『
列

女
傳
』
が

の
永
始
元
年
（
公
元

一
六
年
）
に
撰

さ
れ
た

と
す
る
。『
列
仙
傳
』
が
劉
向
の
撰
に
あ
ら
ず
と
す
る

は
學
界

で
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
劉
向
が

『
列
女
傳
』『
列
士
傳
』『
孝
子
傳
』
の
三
傳
を
作
っ
た
こ
と
と
そ

の
輯
佚
整
理
に
つ
い
て
は
、
熊

「
劉
向
�
列
女
�、�
列
士
�、

�
孝
子
�
三
傳
考
論
」（『
錦
州
師
範
學
院
學
報
』
二
〇
〇
三
年
第

三
期
）、
熊

「
劉
向
�
列
士
傳
�
佚

輯
校
」（『

』
二
〇

〇
三
年
第
二
期
）、
饒

慶
「
劉
向
�
列
士
傳
�
佚

輯
校

補
」

（『

』
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
劉

向
『
孝
子
傳
』
の
輯
佚
に
つ
い
て
は
、

林
『
十
種
古

書
』

が
輯

す
る
『
劉
向
孝
子
傳
』、

奭
『
子
史
鈎

』
が
輯

す

る
『
劉
向
孝
子
傳
』
一

、
王
仁
俊
『
玉
函
山

輯
佚
書
續

・

史

總

』
が
輯

す
る
『
孝
子
傳
』
一

を
參
照
。

�9
）

詳
細
は
以
下
を
參
照
。
姜
生
「

畫
像
石

見

子
路
與
西
王

母
組
合
模
式
」、『
考
古
』
二
〇
一
四
年
第
二
期
。

�10
）

詳
細
な
考
察
は
以
下
を
參
照
。
姜
生
「

代
神
祇
考
」、『
江
西

社
會
科
學
』
二
〇
一
五
年
第
一
期
。

�11
）

姜
生
「

畫
孔
子
見
老
子
與

代

敎
儀
式
」、『

史
哲
』
二

〇
一
一
年
第
二
期
。

�12
）

以
上
の

容
の
詳
細
は
、

�３
）

引
拙

『

國

產
｜

鬼
考
』
を
參
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
武
梁
を
儒
生
と
す

一
六

張

陵
以

の
儒
生
の

敎
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る
こ
と
に
つ
い
て
補
足

を
し
て
お
き
た
い
。
武
梁
は
生

、

民

に

居
し
て
韓
詩
を
敎
授
す
る
儒
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
考
古
上
の
根
據
が
あ
る
。
北
宋
時
期
に
山
東
濟
寧
で
發
見
さ

れ
た
後

の
「
從
事
武
梁

」
に
こ
う
あ
る
。「
□
故
從
事
武
掾
、

掾
諱
梁
、
字
綏
宗
。
掾
體
德
忠
孝
、
岐

有
異
、
治
『
韓
詩
經
』、

闕

傳

、

河

、

子
傳
記
、
廣
學

徹
、
窮
綜
典
□
、

靡
不
□

。
州
郡

召
、
辭
疾
不
就
。
安
衡
門
之
陋
、

聞
之

義
。
誨
人
以

、
臨
川
不
倦
。
恥
雷
同
、
不

權
門
。
年

從
心
、

執

抱
分
、

始
不
貳
、
彌
彌

固
」（
洪

『
隷
釋
』

六
、

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
影
印
同
治
十
年
洪
氏
晦
木
齋
刻
本
、
七

四
〜
七
五
頁
）。
こ
れ
に
基
づ
い
て
巫
鴻
は
言
う
、「
武
梁
祠
上
の

祥
瑞
圖
像
は
韓
詩
學
派
の
儒
生
の

史
と
社
會
に
對
す
る
一
般

な

識
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
一

重

な
こ
と
は
、
そ

れ
ら
が
桓
、
靈
時
代
の

遁
儒
生
の
當
時
の
政
治
に
對
す
る
批

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
」（
巫
鴻
『
武
梁
祠：

中
國
古
代
畫
像
藝

思
想
性
』、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
一
頁
）。

�13
）
『
老
子
想
爾

』
に
言
う
、「
太
陰

積
、

形
之
宮
也
。
世
有

不
可
處
、
賢

去
、
託
死

太
陰
中
、
而
復
一
邊
生
像
、

而

不
殆
也
。
俗
人
不
能
積
善
行
、
死
便
眞
死
、
屬
地
官
去
也
」（
饒

宗
頤
『
老
子
想
爾

校
證
』、
上

古

出
版
社
、
一
九
九
一
年
、

二
一
頁
）、「

人
行
備
、

神

之
、

世
託
死

太
陰
中
、
復

生
去
爲
不

、
故
壽
也
。
俗
人

善
功
、
死

屬
地
官
、
便
爲

矣
」（
同
上
、
四
三
頁
）。『

易
參
同

』
に
も
「

迹

淪
…

變
形
而
仙
」、「
委
時
去

、
依
托
丘
山
…
…

形
而
仙
、
淪
寂
無

聲
」
の

が
あ
る
。「
丘
山
」
と
は
墳
墓
を
い
う
。

�14
）

こ
こ
で
言
う
「
龍

交

」
の
詳
細
は
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。

姜
生
「

墓
龍

交

圖
考
｜
�
參
同

�
和
丹
田

在

代

形

」、『

史

究
』
二
〇
一
六
年
第
四
期
。

�15
）

桓

熹
八
年
（
一
六
五
年
）、
陳
相
邊
韶
が

命
を
受
け
て

作
っ
た
「
老
子
銘
」
に
言
う
、「
世
之
好

而
長
之
、
以

老
子
離
合
於
混
沌
之
氣
、
與
三
光
爲

始
、

天
作

、
升
降
斗

星
、
隨
日
九
變
、
與
時

息
、
規
矩
、
三
光
、
四
靈
在
旁
、
存
想

丹
田
、
太
一
紫

、

身

、
蝉

渡
世
」（
洪

『
隷
釋
』

三
、
三
六
〜
三
七
頁
）。

味
は
、
龍

が
人
體

の
「
丹
田
」

「
丹
田
」
は
ま
た
同
時
に
天
の
「
中
宮
」
の
太
一
神
が
居

す
る
「
紫

」
の
こ
と
（「
存
想
丹
田
、
太
一
紫

」
は
互

）

で
交

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仙

が
獲
得
さ
れ
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。「
紫

」
か
ら
「
丹
田
」
に
至
る
こ
の
宗
敎

さ

れ
た
修

の
表
現
は
、

ら
か
に
天

學
の

念
か
ら
借
用
さ
れ

て
い
る
（
こ
こ
か
ら
、

代
で
は
す
で
に
人
體
と
い
う
小
宇
宙
と

大
宇
宙
と
が
對
應
す
る
と
い
う

念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
）。
天

學
の

念
が
世
俗
に
轉
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、

代
の
信
仰
、

數
、
醫
學
、
は
て
は
官
制
の
な
か
に
も
比

較

常
見
さ
れ
る
事

で
あ
る
。

�16
）

關

す
る

究
と
し
て
、
姜
生
、

「

畫

見
存
思

考
｜

論
�
老
子
中
經
�
對

畫

本

承
」、『
復
旦
學

一
七

張

陵
以

の
儒
生
の

敎



東方宗敎（日本衜敎學會）129號 2017年

報
』
二
〇
一
五
年
第
二
期
、
が
あ
る
。
な
お
、
筆

は
、

墓
畫

像
と
『
老
子
想
爾

』
と
は
互
い
に
引
證
し
う
る
關
係
に
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

�17
）

詳
細
な
考
察
は

�14
）

引
拙
論
を
參
照
。

�18
）
『

藏
』
第
二
八

、
四
一
四
頁
。

�19
）
『
正
一
法

天
師
敎
戒
科
經
』

收
、『

藏
』
第
一
八

、
二

三
六
頁
。

�20
）

榮
曾
「
鎭
墓

中

見
到

東

巫
關
係
」、『

物
』
一

九
八
一
年
第
三
期
。

�21
）
「
張

陵
」
自
身
、
儒
生
の
出
身
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
い
た
事

實
を
確

し
て
お
き
た
い
。「
天
師
張

陵
、
字
輔

、

國
豐

縣
人
也
。
本
太
學
書
生
、
博
采
五
經
、

乃

曰
、
此
無

於
年

命
。

學
長
生
之

…
…
」（『
神
仙
傳
』

五
、
張

陵
）。

記貴
重
な
御

見
を
寄
せ
ら
れ
た
査
讀
の
先
生
方
と
飜
譯
の

を
取
ら

れ
た
三
浦
國
雄
敎
授
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

執

筆

紹

介

姜

生

四
川
大
學
敎
授

三

浦

國

雄

四
川
大
學
敎
授

垣

智

之

大

市
立
大
學
非
常

師

田

中

雄

眞
言
宗
豐
山
派
總
合

究
院

任

究
員

松

下

信

皇
學

大
學
准
敎
授

酒

井

規

史

慶
應
義
塾
大
學
專
任

師

一
八

張

陵
以

の
儒
生
の

敎


